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【 指標９ 】 緊急時対応組織の能力の向上 

９ －１ 緊急時対応組織の実効性向上に係る中期計画 

・ 中期計画の策定は別途検討中であり 、 今回の評価対象と はし なかっ た。  

９ －２ 緊急時対応組織の実効性向上に係る年度計画 

・ 原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果は概ね一致し ている。  

９ －３ 緊急時対応組織の実動訓練 

・ 原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果に差異が生じ た。  

・ 訓練計画時に緊急時対応組織の実動訓練を 行う 対象組織の確認を し たが、

その規模（ 参加人数、活動範囲等） の確認ができ ていなかっ たこ と から 、

実発災を 想定し た適切な規模で訓練が計画さ れ、 訓練が実施さ れたのか

について評価結果に差が生じ た。  

９ －４ 緊急時対応組織の実効性向上に係るより 現実的な実動を 伴う 訓練設定 

・ 原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果に差異が生じ た。  

・ 現実的なシナリ オ（ リ アリ ティ のあるシナリ オ） ついて、 原子力事業者と

原子力規制庁の間での解釈が異なっ ていた。  

９ －５ 緊急時対応組織の実効性向上に係る支援活動の実施 

・ 原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果は概ね一致し ている。  

・ なお、複数の要素訓練等を実施する場合の評価について、明確にする必要

がある（ 原子力事業者意見）。  

 

【 指標１ １ 】 訓練結果の自己評価・ 分析 

・ 原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果は概ね一致し ている。  

・ 今回は初年度の評価であり 、年度のＰ Ｄ Ｃ Ａ が途中であるこ と から 、昨年

度から の継続的な改善については評価対象外と し た。  

 

原子力事業者と 原子力規制庁の評価結果は概ね一致し ており 、一部、評価の

考え方を明確化する必要があるも のの、評価指標（ 案） の適用性は確認でき た

と も のと 考える。今回の試行を 踏まえ、添付２ のと おり 、 評価の考え方の記載

の明確化を図る こ と と する。  

令和５ 年度から 、より 広範囲な緊急時対応組織の参加・ 連携を 伴う 訓練を 運

用開始するこ と 、添付２ に示す評価指標（ 案） の指標９ 及び１ １ を令和５ 年度

の評価に取り 入れるこ と について、 訓練報告会において議論する。  

 

③ 保安規定に定める訓練と 兼ねる 事業者防災訓練の検査・ 評価 

令和５ 年度は、 上記（ ２ ） ③の試行を踏まえ、 原子力検査における規制の関

与について見直し の要否を 検討し 、必要に応じ て、検査制度に関する意見交換

会合において検査ガイ ド 等の改正について議論し ていく こ と と する。  
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また、保安規定に定める訓練と 兼ねる事業者防災訓練の評価については、訓

練評価指標の適用性について検討し ていく こ と と する。  

 

④ 事業者間ピアレ ビュ ー及び第三者によるピ アレ ビュ ーの実施 

原子力事業者主体の評価に関し て、 現行の評価指標を 用いた事業者間ピア

レ ビ ュ ーや及び第三者によるピ アレ ビ ュ ーについて、 原子力事業者と 意見交

換を し てき た。  

令和４ 年度は、現行の評価指標を用いた事業者間ピアレビュ ーについて、四

国電力株式会社の伊方発電所、 東京電力ホールディ ン グス株式会社の柏崎刈

羽原子力発電所、 関西電力株式会社の美浜発電所及び東北電力株式会社の女

川原子力発電所の事業者防災訓練において、試行さ れた。また、 第三者による

レ ビュ ーは、中部電力株式会社の浜岡原子力発電所、中国電力株式会社の島根

原子力発電所において、 原子力分野の外部専門家による評価が試行さ れた。  

 

○現行の評価指標による 業者間ピアレビュ ー等の試行 

現行の評価指標を 用いた事業者間ピ アレ ビ ュ ー結果、 原子力事業者による

自己評価結果及び原子力規制庁の仮評価結果、 並びに詳細な比較検討結果を

添付３ に示す。 比較検討結果の概要は以下のと おり 。  

 

【 指標２ 】 Ｅ Ｒ Ｃ プラ ント 班と の情報共有 

・ 事業者間ピ アレ ビュ ー及び原子力事業者による 自己評価と 原子力規制庁の

仮評価の結果に差異が生じ た。  

・ こ の差異は、評価者間で立場が異なり 、評価を行う 際の視点に違いがあるた

め等と 考えら れる（ 原子力事業者の自己評価は情報発信し た事実で評価、原

子力規制庁はプレ ーヤーである Ｅ Ｒ Ｃ プラ ント 班が必要なタ イ ミ ン グで必

要な情報を 受信し たかアンケート 調査し 評価、 事業者間ピ アレ ビ ュ ーでは

訓練のシナリ オや期待事項を 事前に把握し た者が評価）。  

【 指標３ 】 情報共有のためのツ ール等の活用 

・ 事業者間ピ アレ ビュ ー及び原子力事業者による 自己評価と 原子力規制庁の

仮評価結果（ Ｃ Ｏ Ｐ の活用） に差異が生じ た。  

・ こ の差異は、評価者間で立場が異なり 、評価を行う 際の視点に違いがあるた

め等と 考えら れる（ 原子力事業者はＴ Ｖ 会議の不調でＣ Ｏ Ｐ の画面共有が

遅れた事実等を 理由にＢ 評価、 原子力規制庁はＥ Ｒ Ｃ プラ ン ト 班が代替手

段（ Ｆ Ａ Ｘ 、リ エゾン等） により 必要なタ イ ミ ングで必要なＣ Ｏ Ｐ を入手し

ていたこ と 等から Ａ 評価）。  

【 指標４ 】 確実な通報・ 連絡の実施 

・ 事業者間ピ アレ ビュ ー及び原子力事業者による 自己評価と 原子力規制庁の

仮評価の結果に差異が生じ た。  

・ こ の差異は、評価者間で立場が異なり 、評価を行う 際の視点に違いがあるた
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め等と 考えら れる（ Ｆ Ａ Ｘ 不調の場面で計画等命令第３ 条に定める「 その他

のなるべく 早く 到達する通信手段」 による通報がさ れなかっ たが、原子力事

業者はＦ Ａ Ｘ 送信操作を し た事実でＡ 評価、 原子力規制庁は通報が未達の

ためＢ 評価）。  

 

上記以外の評価指標については一致し ており 、 原子力事業者と 原子力規制

庁の仮評価結果は概ね一致し ていると 言える。一部、評価の考え方を明確にす

る必要があるも のの、評価指標（ 案） の適用性は確認でき たと も のと 考える。  

令和５ 年度から 、 評価指標（ 案） を 用いた、 事業者間ピアレ ビュ ー及び原子

力事業者による自己評価を 運用開始するこ と と する。  

こ れを踏まえ原子力事業者は、計画等命令第２ 条第１ 項第７ 号の「 防災訓練

の実施及びその評価に関するこ と 」 に基づき 、こ れまでの自社による評価に加

え、 新たに、 ピアレビュ ー（ 事業者間及び第三者） 形式による評価を実施する

ための評価者の選定その他の評価の実施体制等について、 原子力事業者防災

業務計画に定める必要がある。こ のため、 確認の視点の改正を視野に、改正案

（ 添付４ ） について、 ２ ．（ ２ ） ①と 併せて訓練報告会で議論するこ と と し た

い。  

 

また、事業者間ピアレビュ ーの試行を 通じ て、全ての事業者防災訓練で事業

者間ピアレビュ ーを 実施し た場合、複数社の参加が必要であり 、日程調整の難

航や事業者防災訓練の実施に係る負担の大幅な増加等の課題が確認さ れたこ

と から 、 持続可能な体制の構築やその実施方法について検討し た。  

令和５ 年度において、持続可能な体制の構築やその実施方法と し て、自主的

で効果的な訓練の実施が可能と なるよう 以下の２ 点を 取り 組みたい。  

 

①全ての事業者防災訓練のう ち、事業者間ピアレ ビュ ーを４ 分の１ 程度、原

子力事業者による 自己評価を ４ 分の１ 程度導入する（ 残り は原子力規制

庁が評価）。 なお、 原子力事業者の要望や前年度の評価を 考慮する。  

②上記①の訓練は、評価指標は同一のも のと し 、原子力事業者の訓練事務局

等がＥ Ｒ Ｃ プラ ント 班を模擬し た上で、原子力事業者が評価する。その評

価結果は、 原子力規制庁が適切性を確認・ 評価する。  

 

○第三者によ るピアレビ ュ ー 

第三者によるレビュ ーは、 原子力分野の外部専門家による評価が試行さ れ、

事業者と は異なる視点から の気付き・ 課題が得ら れ、原子力事業者の自主的改

善が行われていると こ ろ。  

一方で、 原子力分野以外の外部有識者や海外の外部有識者による ピ アレビ

ュ ーを促すこ と と し 、 令和５ 年度においても 試行するこ と と する。  

 

以上 
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添付６ 

令和４年度Ⅰ型訓練結果及び令和４年度Ⅱ型訓練結果 

 

①Ⅰ型訓練 

＜PWR＞ 

実施日、 

対象発電所 

[令和２年度シナリオ] 

令和 4 年 9 月 9 日 

令和 5 年 2 月 10 日 

令和 5 年 3 月 2 日 

令和 5 年 3 月 10 日 

令和 5 年 3 月 30 日 

令和 5 年 4 月 14 日 

日本原電 敦賀発電所 

関西電力 大飯発電所 

北海道電力 泊発電所 

関西電力 高浜発電所 

九州電力 川内原子力発電所 

関西電力 美浜発電所 

[令和３年度シナリオ] 

令和 4 年 8 月 5 日 

令和 4 年 9 月 14 日 

令和 4 年 12 月 27 日 

九州電力 川内原子力発電所 

四国電力 伊方発電所 

関西電力 美浜発電所 

概 要 各社訓練用シミュレータを用い、各社令和２年度及び令和３年度の

訓練シナリオ（炉の差異により細部は異なる）のもと、緊急時対策所

及び中央制御室の指揮者の判断、対応に応じて事故の状況が展

開するシナリオにより、その判断、対応を評価 

 

＜BWR＞ 

実施日、 

対象発電所 

［令和３年度シナリオ］ 

令和 4 年 4 月 20 日 

令和 4 年 5 月 25 日 

令和 4 年 6 月 17 日 

令和 4 年 6 月 22 日 

令和 4 年 6 月 29 日 

令和 5 年 3 月 15 日 

令和 5 年 3 月 30 日 

日本原電 東海第二発電所 

東北電力 女川原子力発電所 

東京電力ＨＤ 柏崎刈羽原子力発電所 

中国電力 島根原子力発電所 

東北電力 東通原子力発電所 

中部電力 浜岡原子力発電所 

北陸電力 志賀原子力発電所 

概 要 各社訓練用シミュレータ又はＢＷＲ運転訓練センターのシミュレータを

用い、令和３年度の訓練シナリオ(炉の差異により細部は異なる）のも

と、緊急時対策所及び中央制御室の指揮者の判断、対応に応じて

事故の状況が展開するシナリオにより、その判断、対応を評価 
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②Ⅱ型訓練 

実施日、 

実施発電所 

［令和３年度シナリオ］ 

令和 4 年 4 月 21 日 

令和 4 年 4 月 27 日 

令和 4 年 9 月 27 日 

令和 4 年 11 月 22 日 

令和 4 年 11 月 25 日 

令和 5 年 1 月 31 日 

令和 5 年 2 月 2 日 

令和 5 年 3 月 3 日 

令和 5 年 3 月 9 日 

令和 5 年 3 月 10 日 

令和 5 年 3 月 23 日 

令和 5 年 3 月 28 日 

令和 5 年 3 月 29 日 

令和 5 年 3 月 30 日 

令和 5 年 5 月 22 日 

令和 5 年 5 月 24 日 

令和 5 年 5 月 25 日 

 

北海道電力 泊発電所 

東北電力 女川原子力発電所 

北陸電力 志賀原子力発電所 

中部電力 浜岡原子力発電所 

東北電力 東通原子力発電所 

中国電力 島根原子力発電所 

四国電力 伊方発電所 

関西電力 美浜発電所 

日本原電 敦賀発電所 

関西電力 大飯発電所 

日本原電 東海第二発電所 

九州電力 川内原子力発電所 

九州電力 玄海原子力発電所 

関西電力 高浜発電所 

東京電力ＨＤ 柏崎刈羽原子力発電所 

東京電力ＨＤ 福島第二原子力発電所 

東京電力ＨＤ 福島第一原子力発電所 

概 要 各社令和３年度の訓練シナリオ（可搬型設備の差異により細部は異

なる）のもと、現場の対応能力向上につながる不測事態を発生させ、

その対応を観察し、良好事例、改善事項を抽出 

・可搬型設備を出動させ、ケーブル展張、接続を行い、電源供給を

行う。 
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各種の原子力防災訓練 参考

参加者
国の関係機関 原子力事業者 自治体

住民、
民間機関等実施主体

国
（総合防災訓練・年１回）

○原子力災害対策本
部で原子力発電所の
被災状況を把握
○IAEAへの通報等の
海外対応
○原子力規制庁の広
報官による会見
○国要員の緊急輸送
（OFC派遣）

など

○発電所における事
故制圧
○発電所と本店に事
故対策本部を設置し
緊急時対応を指揮
○国等の関係機関と
の通報連絡
○発電所構内におけ
る傷病者に対する応
急措置や医療機関の
受け入れ

など

○PAZ内の住民の避
難先の確保
○UPZ内の住民へ屋
内退避を指示
○安定ヨウ素剤の配
布
○UPZから一時移転
時の車両や住民に対
する簡易除染
○警察等による交通
規制・警戒警備
○除染必要者の搬送
等の医療

など

○バスや自家用車に
よる避難
○避難退域時の医師
による医療救護
○（原子力災害拠
点）病院における被
ばく傷病者等の受け
入れ、入院患者の搬
送手順の確認

など

原子力事業者
（年複数回）

○原子力災害対策本
部で原子力発電所の
被災状況を把握

など

同上

○原子力事業者から
の通報連絡
○住民避難

など

—

自治体
（防災訓練・年１回）

○内閣府、海上保安
庁、陸上自衛隊、海
上自衛隊等が住民の
避難等を支援

など

○発電所における事
故制圧
○国や自治体との連
携
○通報連絡

など

○広域避難
・安定ヨウ素剤配布
・UPZから退域時の
簡易除染
○愛護動物を含めた
避難の受け入れ
○緊急時モニタリン
グ

など

○屋内退避
○バスや自家用車に
よる避難
○除雪事業者による
除雪

など

訓練の実施主体と主な訓練項目の例
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２０２３年度 訓練検証項目について 
 

１．概 要 

訓練目的や訓練への反映項目等を踏まえ、２０２３年度の訓練検証項目を以下の  

  とおり設定し、組織全体としての緊急時対応能力の向上を図る。 
 

  ＜検証項目＞ 
  

 検 証 項 目 備 考 

１ 正確かつ確実な通報連絡の実施 

・正確かつ確実に通報連絡ができること

を以下の観点を踏まえ、評価チェック

シートにより確認する。 

＜正確性＞ 

 通報文の記載内容に誤りがないこ

と。また、送信した通報文に誤記等

があった場合、確実に訂正報を発出

すること。 

＜確実性＞ 

 通報文送信時に送信エラー等により

未達となっていないことを確認し、

また、送信先に着信確認（電話連絡）

を実施する。 

 

以 上 
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後方支援拠点（以下、LSB と言う）スケジュール等（１／２） 

 

年度 

項目 

 

2013 年度 
（平成 25 年度） 

 
2014 年度 

（平成 26 年度） 

 
2015 年度 

（平成 27年度） 

 
2016 年度 

（平成 28 年度） 

 
2017 年度 

（平成 29 年度） 

『玄海／川内原子力発
電所 原子力事業者防
災業務計画』修正届出 

         12/24 
         ▼ 

 
5/22          3/28 
▼            ▼ 

3/21 
              ▼ 

1/31 
            ▼ 

訓練ステップ     

『原子力事業所災害対策
支援拠点(LSB)に係る運
営手順書』制定、見直し

         12/3 
         （制定） 
         ▼ 

7/8 
（見直し） 
 ▼ 

6/2 
（見直し） 

▼ 

7/1            
(見直し)       

▼            

4/1   7/1 
(見直し)（見直し） 
▼    ▼ 

訓練 

（玄海）

LSB 訓練     

除染訓練      

訓練 

（川内）

LSB 訓練      

除染訓練     

空輸訓練

玄海     

川内     

（参考）
新たな 

土地確保

玄海     

川内    
宮里へリポート新規確保 

 
 

  

別紙 ８ 

初期訓練 習熟訓練 練度向上訓練

11/12 
▼単独訓練 
（唐津発電所）

11/13 
▼ 
（玄海 NPS 構内） 

 10/11～12 
▼連動訓練 
<国総合訓練> 

（百次電柱置場） 

9/12 10/1 
▼  ▼ 
単独訓練 

10/1 
▼ 

（川内 NPS 構内）

2/24 
▼単独訓練 
（川内発電所）

社有設備２地点を追加 

（佐世保営業所、社員研修所）

２地点（湯田、隈之城）新規確保

後方支援拠点（南方面）新規候補地調査 

11/28 
▼連動訓練 
（唐津発電所） 

11/11 
▼連動訓練 
（佐世保） 

12/1 
▼連動訓練 
（社員研修所） 

12/4 
▼連動訓練 
（佐世保） 

11/27 
▼ 
（玄海 NPS 構内）

11/12 
▼ 
（相浦発電所） 

12/5 
▼ 

（相浦駐屯地） 

2/3
連動訓練▼

（福岡支社8F）

2/5 
▼連動訓練 
（湯田用地） 

9/9 
▼連動訓練 
（隈之城用地）

10/3 
▼連動訓練 

（湯田用地）） 

2/25 
▼ 

（川内 NPS 構内） 

9/8 
▼ 
（川内駐屯地）

12/4 
▼ 

（相浦駐屯地） 

11/11 
▼ 
（嬉野ヘリポート） 

9/9 
▼ 
（川内駐屯地） 

2/4 
▼ 
（湯田用地） 

11/20 1/16 
▼  ▼ 

（唐浜ヘリポート） 
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後方支援拠点（以下、LSB と言う）スケジュール等（２／２） 

 

年度 

項目 

2018 年度 
（平成 30 年度） 

2019 年度 
（平成 31、令和元年度） 

2020 年度 
（令和 2 年度） 

2021 年度 
（令和 3 年度） 

2022 年度 
（令和 4 年度） 

2023 年度 
（令和 5 年度） 

『玄海／川内原子力発
電所 原子力事業者防
災業務計画』修正届出 

             
2/27 

     ▼ 
 

4/1   8/21 
▼    ▼ 

9/30 
       ▼ 

8/19 
     ▼ 

 

訓練ステップ      

 

『原子力事業所災害対策
支援拠点(LSB)に係る運
営手順書』制定、見直し

7/1 
（見直し） 

   ▼ 

7/1 
(見直し) 

   ▼ 

7/1 
(見直し) 

   ▼ 

7/1 
(見直し) 

   ▼ 

7/1 
(見直し) 

   ▼ 

8/4 
(見直し) 
   ▼ 

訓練 

（玄海）

LSB 訓練      

 

除染訓練      

 

訓練 

（川内）

LSB 訓練      

 

除染訓練      

 

空輸訓練

玄海      

 

川内      

 

（参考）
新たな 

土地確保

玄海      

 

川内     

 
 

いちき串木野市荒川用地 
新規確保 

 

 

練度向上訓練 

随時、見直し

 12/6 
▼連動訓練 
（佐世保） 

後方支援拠点（南方面）新規候補地調査 

12/18 
   ▼連動訓練 
  （社員研修所） 

10/23 
▼ 
（湯田用地） 

2/8 
▼ 
（川内駐屯地） 

10/23 
▼連動訓練 
（湯田用地） 

1/31 
▼ 

（福岡駐屯地） 

10/4 
▼連動訓練 
（隈之城用地） 

12/6 
▼ 
（相浦駐屯地） 

2/28 
▼連動訓練 

（社員研修所）

連動訓練
（荒川用地）

随時、修正 

届出 

 12/11 
▼連動訓練 

（旧唐津発電所）

3/11 
▼単独訓練 
（湯田用地） 

3/10 
▼単独訓練 
（隈之城用地） 

11/11 
▼単独訓練 
（佐世保） 

2/11 
▼連動訓練 

（湯田用地） 

連動訓練 
（旧唐津発電所） 

連動訓練 
（旧唐津発電所） 

12/14 
▼ 
（北熊本駐屯地） 

後方支援拠点 
新規候補地調査 
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●評価シート「即応センター」 
期待事項 良好事例・気付き事項 

□ ERC プラント班との情報共有
全般 

ERC プラント班が必要とする以下の情報が適切に（遅滞なく）共有されてい
る。 

a．事故・プラントの現状 
発⽣した事象、プラントの現状、その程度の説明 
（情報例）事象発⽣前の状況、発⽣した事象（事故）の概要、現

状設備の稼働状況（運転中、待機中、使⽤不可等の
別） 等 

b．事故の進展予測と収束対応戦略 
a）進展予測を踏まえた事故収束に向けた対応戦略の説明 
（情報例）戦略の内容、戦略の優先順位（⼆の⽮・三の⽮は考え

ているか、戦略に⽤いる対象設備と準備着⼿・完了予定
時刻等）、戦略を変更した場合その内容 等 

b）現状を踏まえた具体的な進展予測(前提条件、時間的余裕）の
説明 

（情報例）原⼦炉⽔位の低下予測、TAF/炉⼼損傷/2Pd 到達予
測時間、発出が想定される EAL の内容、EAL 発出まで
の予想時間 等 

c．戦略の進捗状況 
上記 b．で説明のあった戦略の具体的な進捗の説明 
（情報例）各戦略の進捗状況、対象設備の状況（準備着⼿時刻

の実績、所要時間、完了（予定）時刻） 等 

 

  原災法 10 条確認/15 条認定会議において、組織を代表する者が速やかに
対応し、以下の情報が適切かつ簡潔に説明されている。 

a．発⽣した事象、事業者が判断した時刻 
b．事象進展の予測 
c．事故収束対応 

 

□ 情報共有ツールの活⽤ ERC プラント班との情報共有が迅速かつ正確に出来るように以下の措置が取
られている。 

a．ERC プラント班との情報共有に関するツールを積極的に活⽤している
（ERSS、COP、ERC 備え付け資料等）。 

b．ERC プラント班との情報共有ツールを有効に活⽤し、相⼿の理解を促
す⼯夫がなされている。 
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期待事項 良好事例・気付き事項 
□ 分かりやすく効果的な説明 ERC プラント班へ説明を⾏う要員について、以下が⾏われている。 

a．⼒量のある要員により説明が⾏えている。 
b．説明時に必要な基本動作が⾏えている（資料番号、説明箇所の明

⽰、発話の区切りで相⼿の理解状況を確認）。 
c．端的で分かりやすい説明が⾏えている。 
d．臨機な対応（COP への⼿書き等）ができている。 
e．戦略を変更するような事象の急変後や⼀定時間ごとに情報を断⽚的

ではなく、施設全体の状況を俯瞰した説明が⾏えている。 
f．情報の軽重、優先順位等を踏まえて要点を絞った説明が⾏えている。

また、情報の軽重、優先順等は、予め明確化が図られている。 
g．ERC リエゾンとの協調が図られている。 
h. 事象に加え、情報⼊⼿状況に応じ以下の情報を付加してセットで説明

している 
・発⽣時刻、号機 
・詳細状況、要因 
・該当する⼜はその⾒込みがある EAL 
・事象進展、対応戦略のおおよその時間 
・図⾯、⼿順等を使⽤した説明 等 

 

□ 要員参集・体制確⽴ 対応要員への招集通知から対策本部へ参集するまでの対応が速やかに⾏わ
れ、体制が確⽴していること及び所定の通信連絡設備⽴ち上げができている。

 

  対応要員の参集状況を確認し、役割を分担し、必要な要員を割り当てるとと
もに指揮命令系統を確⽴している。 
ERC、OFC、県本部にリエゾンを派遣し、連絡系統を確⽴している。 

 

□ 本部運営 
 

（発電所⽀援） 
本店本部として、発電所⽀援に必要な対応ができている。 

 

  （住⺠避難⽀援） 
本店本部として、発電所外活動の⽀援に必要な対応ができている。 

 

□ 発電所からの情報共有 発電所からの重要な情報（例．⽕災・傷病者情報）が適切に（遅滞な
く）、即応センターから発電所に共有されている。 

 

□ 広報対応 記者会⾒やプレスリリースを⾏う要員について、以下が⾏われている。 
a．プラント状況を分かりやすく説明している。 
b．記者会⾒での質疑応答で、原⼦⼒災害の内容について分かりやすく説

明している。 
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●重点評価項⽬ 

期待事項 良好事例・気付き事項 
評価ポイント①︓  
□   

 
 
 
 

 
 

評価ポイント②︓ 
□   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

シナリオ情報を含むため非開示 
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●評価シート「緊急時対策所」 
期待事項 良好事例・気付き事項 

＜初動対応＞評価ポイント︓①事象発⽣〜本部体制確⽴・事象区分判断・通報（第１報）連絡実施、②最初の原災法事象（SE/GE）の該当時 
□ 迅速かつ正確な EAL 判断 事象発⽣から EAL 判断までが迅速に⾏われている。 

 
 

  EAL が複数発⽣する場⾯では、より重篤な EAL を優先的に判断している。
 

 

  事象判断を正確に出来るように以下の措置が取られている。 
a．⼒量のある要員により事象が正確に判断されている。 
b．EAL をダブルチェック 等により確実に判定している。 
c．EAL 判断状況が緊急時対策本部全体に共有されている。 

 

□ 迅速かつ正確な情報伝達 緊急時対応要員の参集後、直ちに、ブリーフィング、COP 等により正確な事
象が緊急時対策本部全体で共有されている。 

 

  情報共有される内容は、端的で分かりやすい（⻑々と話をしていない）。 
 

 

□ 迅速かつ正確な対外連絡 事象判断から通報完了までが迅速に⾏われている。 
a．⽬標時間が定められている。 
b．通報連絡の内容がその時点において、⼗分である（重要な情報の抜

けがないこと）。 

 

□ 要員参集・体制確⽴ 対応要員への招集通知から対策本部へ参集するまでの対応が速やかに⾏
われ、体制が確⽴していることを確認している。 

 

＜本部指揮者の対応＞評価ポイント︓①初動対応（最初の原災法事象（SE/GE）の該当時を含む）、②ブリーフィング、③⽬標（戦略）設定、④中⻑期⽬標（戦略）設定 
□ 指揮命令 対応の混乱を抑制しつつ指揮命令系統を確⽴、維持できるように体制、運

⽤⽅法が考慮されている。 
a．個々の指揮を⾏う者が、管理する範囲が過⼤とならないように体制が

組まれている。 
b．混乱を抑制しながら指揮命令、報告、情報共有に関わるコミュニケー

ションができている。 

 

  対応が成功しない場合に備えて、代替⼿段（⼆の⽮、三の⽮）の対策を
検討するとともに、その内容が優先順位を含め指⽰されている。 

 

□ 要員の安全措置 現場対策活動に際して、これらへの対応作業を⾏う要員の安全（⼈⾝安
全・放射線安全）を確保する措置を講じている。 

 

資料⑯-2

－164－



 

期待事項 良好事例・気付き事項 
＜本部の対応＞評価ポイント︓①ブリーフィング、②⽬標（戦略）設定、③中⻑期⽬標（戦略）設定 
□ 事象緩和に有効な対策の⽴

案と実施 
正確で迅速な事象評価（現状評価・事象進展評価）を⾏い、事象緩和
ための有効な対策を⽴案・実施し、復旧⽅策を決定している。 

 

□ 戦略の優先順位 戦略は、炉⼼冷却、格納容器除熱、電源などの必須の安全機能を維持あ
るいは回復することに焦点をあてて、適切に優先順位が⽰されている。 

 

□ 情報の共有 緊急時対策本部に必要な以下の情報が適切に（遅延なく）共有・周知さ
れている。 

a．プラント状況・各機能班で実施する緊急事態応急対策など「オンサイ
ト情報（特に ERC プラント班が収集する情報）」 

b．発電所内の要員の参集・安否確認状況、傷病者・被ばく状況など
「⼈⾝安全に関する情報」 

d. 外部電源の復旧状況など、事故対処に必要な発電所構外の情報 
e. 本店対策本部からの⽀援の状況 
f．25 条報告も適宜⾏い、プラント情報が定期的に発信されている。 

 

  緊急時対策本部に必要な情報を踏まえ、「事象緩和に有効な対策」、「戦
略の優先順位」が適切に（遅延なく）判断・周知されている。 

 

 

●重点評価項⽬ 

期待事項 良好事例・気付き事項 
評価ポイント①︓（場⾯設定） 
□   

 
 
 
 

 
 

評価ポイント②︓（場⾯設定） 
□    

 

 

シナリオ情報を含むため非開示 
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訓練実施日：                   　　訓練対象班： 評価者：　　　　　　

チェック
対象外 Ｎｏ カテゴリー チェック項目

採点
(全50点)

チェック
(全12項目)

コメント

Ⅰ．現場指揮者に関するチェック項目（２0点） 良  ・ 可 ・ 不可
良・可の場合

チェック

1 役割分担 各要員の配置、役割分担を要員に説明できた。 2  ・  1  ・  0 

2 体調管理 現場要員の体調確認・点呼（安否確認含む）を実施できた。 2  ・  1  ・  0 

3 リスク抽出
現場のリスクを抽出し、現場要員に注意喚起や情報共有を実施で
きた。

2  ・  1  ・  0 

4
設備健全性
確認

設備健全性確認の指示を行い、設備状況を確認・共有できた。
（緊対本部　⇔　リーダー　⇔　現場要員）

2  ・  1  ・  0 

5
資機材状況
確認

必要な資機材の準備指示を行い、資機材状況を確認・共有でき
た。（緊対本部　⇔　リーダー　⇔　現場要員）

2  ・  1  ・  0 

6 声の大きさ 全員に聞こえる声で、簡潔な指示が出せた。 2  ・  1  ・  0 

7 情報連携
緊対本部の情報※１および復旧現場の情報※2をそれぞれ共有で
きた。（緊対本部の情報は現場、復旧現場の情報は緊対に共有）

2  ・  1  ・  0 

8
コミュニケー
ション

適宜ブリーフィングを行い、状況確認および認識統一を図れた。 2  ・  1  ・  0 

9
ヒューマンパ
フォーマンス
ツール

ヒューマンパフォーマンスツール※3を活用できた。 2  ・  1  ・  0 

10 防護装備
本部からの指示や情報を基に、適切な放射線防護装備（GB、
APD含む）や安全保護具※4の着用指示を行えた。

2  ・  1  ・  0 

Ⅱ．手順の順守に関するチェック項目（15点）
手順に抜けがあった場

合
0点

10点以上の場合
チェック

11 手順順守 作業が抜けなく実施できていることを確認できた。※5 　／　15

Ⅲ．作業完了時間に関するチェック項目（15点）
作業完了超過時間によ
り、点数が変動※７

5点以上の場合
チェック

12 作業時間 作業全体の進捗を把握し、目標時間内※6に作業完了できた。 　／　15

※１　プラント状況、放射線量、構内状況、復旧戦略、本部指示など

※２　現場状況、作業の進捗状況、作業開始時間（出動時間）、作業完了目標時間など

※３　ヒューマンエラーを減らす取り組みのこと（指差し呼称、ダブルチェックなど）

※4　ヘルメット、手袋、ハーネス、長靴、など　

※5　手順書に則り、評価者がチェックを実施する。手順が抜けた場合、途中で気づき作業をやり直せたら減点なしとする。

※７ ・目標時間までに作業完了できた（15点）

・目標時間までに作業完了できなかった（0点）

評価

①現場指揮者の統率チェックシート 【対象者：現場指揮者】

採点

採点

採点

総合点

※6　手順書に記載されている作業時間で時間測定を行う。（本部が指示した作業完了時間ではない）
　　　マルファンクションが発生した場合、現場指揮者が、マルファンクションを考慮し（現場状況、作業員の能力など）再設定した時間を「目標時間」とする。
　　　目標時間内に作業を実施できたとしても、訓練上で怪我人の発生があった場合、点数を０とする。
　　　作業が中断した場合、 手順書を参照し、シナリオ終了時において「どのステップまで進んでいるか」を確認し評価する。
　　　訓練中に他対応（トラブル関係や怪我人発生）が入った場合、下記の通りとする。
　　　◇訓練を継続した場合：通常通りの評価を継続。
　　　◇訓練を中止した場合：評価を中止する。

個

点 個

個

個点

点

点

【指標７－②】
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Ⅰ．現場指揮者に関するチェック項目  採点基準

1 各要員の配置、役割分担を要員に説明できた。 点数

・各要員の配置、役割分担を明確かつ簡潔に説明できた。 2

・各要員の配置、役割分担を説明できた。 1

・各要員の配置、役割分担を説明しなかった。 0

2 現場要員の体調確認・点呼（安否確認含む）を実施できた。 点数

・適宜、要員の体調確認・点呼（安否確認含む）を実施できた。 2

・活動開始時のみ、要員の体調確認・点呼（安否確認含む）を実施できた。 1

・要員の体調確認・点呼（安否確認含む）を実施できなかった。 0

3 現場のリスクを抽出し、現場要員に注意喚起や情報共有を実施できた。 点数

・現場のリスクを抽出し、現場要員に注意喚起や情報共有を実施できた。 2

・現場のリスクを抽出できた。 1

・現場のリスクを抽出できなかった。 0

4 設備健全性確認の指示を行い、設備状況を確認・共有できた。（緊対本部⇔リーダー⇔現場要員） 点数

・設備健全性の指示を行い、設備状況を確認・共有できた。 2

・設備健全性の指示を行い、設備状況を確認できた。 1

・設備健全性の指示を行えなかった。 0

5 必要な資機材の準備指示を行い、資機材状況を確認・共有できた。（緊対本部⇔リーダー⇔現場要員） 点数

・必要な資機材の準備指示を行い、資機材状況を確認・共有できた。 2

・必要な資機材の準備指示を行い、資機材状況を確認できた。 1

・必要な資機材の準備指示を行えなかった。 0

6 全員に聞こえる声で、簡潔な指示が出せた。 点数

・全員に聞こえる声で、簡潔な指示が出せた。 2

・遠くにいる要員には、指示が聞こえていなかった。 1

・ほとんど指示が聞こえなかった。 0

7 緊対本部の情報および復旧現場の情報をそれぞれ共有できた。（緊対本部の情報は現場、復旧現場の情報は緊対に共有） 点数

・緊対本部および復旧現場の情報を要員に共有できた。（緊対本部の情報は緊対本部から情報提供があった場合） 2

・活動開始時のみ、緊対本部および復旧現場の情報を要員に共有できた。 1

・緊対本部および復旧現場の情報を要員に共有できなかった。 0

8 適宜ブリーフィングを行い、状況確認および認識統一を図れた。 点数

・ブリーフィングを行い、情報確認および認識統一を図れた。 2

・ブリーフィングを行えた。 1

・ブリーフィングを行わなかった。 0

9 ヒューマンパフォーマンスツールを活用できた。 点数

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用する運用になっており、HEを減らす取り組みができた。 2

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用する運用になっていたが、数回活用できなかった。 1

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用できなかった。 0

10 本部からの指示や情報を基に、適切な放射線防護装備（GB、APD含む）や安全保護具の着用指示を行えた。 点数

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）や安全保護具の着用指示を行い、その後、要員へ着用確認を行えた。 2

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）や安全保護具の着用指示を行えた。 1

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）や安全保護具の着用指示を行えなかった。 0
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【良好事例】

【気付き】
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訓練実施日：                   　　訓練対象班： 評価者：　　　　　　
チェッ
ク対象

外
Ｎｏ カテゴリー チェック項目

採点
(全50点)

チェック
(全12項目)

コメント

良  ・ 可 ・ 不可
良・可の場合

チェック

1 役割分担 自分の配置・役割分担を把握して行動できた。 2  ・  1  ・  0 

2
設備健全性確
認

設備健全性確認の指示を受け、設備状況を確認・共有できた。
（リーダー　⇔　現場要員）

2  ・  1  ・  0 

3
資機材状況確
認

必要な資機材の準備指示を受け、資機材状況を確認・共有でき
た。（リーダー　⇔　現場要員）

2  ・  1  ・  0 

4 声の大きさ 伝達時の声の大きさに問題がなかった。 2  ・  1  ・  0 

5
コミュニケー
ション

密にコミュニケーションをとり、作業を実施できた。 2  ・  1  ・  0 

6
ヒューマンパ
フォーマンス
ツール

ヒューマンパフォーマンスツール※１を活用できた。 2  ・  1  ・  0 

7 防護装備 指示された装備を迅速かつ確実に着用できた。 4  ・  2  ・  0 

8 ツール類使用 工具の使用に問題がなかった。 2  ・  1  ・  0 

9 ツール類使用 車両の操作に問題がなかった。 2  ・  1  ・  0 

手順に抜けがあった場
合

0点

10点以上の場合
チェック

10 手順順守 作業が抜けなく実施できていることを確認できた。※２ 　／　15

作業完了超過時間によ
り、点数が変動※4

5点以上の場合
チェック

11 作業時間 作業全体の進捗を把握し、目標時間内に作業完了できた。※３ 　／　15

※1　ヒューマンエラーを減らす取り組みのこと（指差し呼称、ダブルチェックなど）

※2　手順書に則り、評価者がチェックを実施する。手順が抜けた場合、途中で気づき作業をやり直せたら減点なしとする。

※4 ・目標時間までに作業完了できた（15点）

・目標時間までに作業完了できなかった（0点）

評価

採点

総合点

※3　手順書に記載されている作業時間で時間測定を行う。（本部が指示した作業完了時間ではない）
　　　マルファンクションが発生した場合、現場指揮者が、マルファンクションを考慮し（現場状況、作業員の能力など）再設定した時間を「目標時間」とす
る。
　　　目標時間内に作業を実施できたとしても、訓練上で怪我人の発生があった場合、点数を０とする。
　　　作業が中断した場合、 手順書の手順を参照し、シナリオ終了時において「どのステップまで進んでいるか」を確認し評価する。
　　　訓練中に他対応（トラブル関係や怪我人発生）が入った場合、下記の通りとする。
　　　◇訓練を継続した場合：通常通りの評価を継続。
　　　◇訓練を中止した場合：評価を中止する。

②現場要員の対応チェックシート【対象者：現場要員】

Ⅰ．現場要員に関するチェック項目（２0点）

採点

Ⅱ．手順の順守に関するチェック項目（15点）

採点

Ⅲ．作業完了時間に関するチェック項目（15点）

個点

個

個

個点

点

点

【指標７－③】

資料⑯-4
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Ⅰ．現場要員に関するチェック項目  採点基準

1 自分の配置・役割分担を把握して行動できた。 点数

・自分の配置・役割を理解して、指示に対して迷うことなく行動できた。 2

・自分の配置・役割を理解して、指示に対して一部迷いがあったが行動できた。 1

・自分の配置・役割を把握していなかった。 0

2 設備健全性確認の指示を受け、設備状況を確認・共有できた。（リーダー　⇔　現場要員） 点数

・設備健全性確認の指示を受け、設備状況を確認・共有できた。 2

・設備健全性確認の指示を受け、設備状況を確認できた。 1

・設備健全性確認の指示を受けたが、設備状況を確認しなかった。 0

3 必要な資機材の準備指示を受け、資機材状況を確認・共有できた。（リーダー⇔現場要員） 点数

・必要な資機材の準備指示を受け、資機材状況を確認・共有できた。 2

・必要な資機材の準備指示を受け、資機材状況を確認できた。 1

・必要な資機材の準備指示を受けたが、資機材状況を確認しなかった。 0

4 伝達時の声の大きさに問題がなかった。 点数

・伝達時の声の大きさに問題がなかった。 2

・遠くにいる要員の声が聞こえなかった。 1

・ほとんど声が聞こえなかった。 0

5 密にコミュニケーションをとり、作業を実施できた。 点数

・密にコミュニケーションをとり、作業を実施できた。 2

・一部コミュニケーションエラーがあったが、作業を実施できた。 1

・コミュニケーションをとらずに、作業を実施していた。 0

6 ヒューマンパフォーマンスツールを活用して、HEを減らす取り組みができた。 点数

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用する運用になっており、HEを減らす取り組みができた。 2

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用する運用になっていたが、数回活用できなかった。 1

・ヒューマンパフォーマンスツールを活用できなかった。 0

7 指示された装備を迅速かつ確実に着用できた。 点数

・現場要員は、指示された装備を迅速かつ確実に着用できた。 4

・現場要員の一部が指示された装備を着用できていなかった。 2

・現場要員全員が、指示された装備を着用できなかった。 0

8 工具の使用に問題がなかった。 点数

・適切な工具を選定し、使用方法も問題がなかった。 2

・適切な工具を選定したが、使用方法に問題があった。 1

・適切な工具を選定できなかった。 0

9 車両の操作に問題がなかった。 点数

・車両の操作および誘導に問題がなかった。 2

・車両の操作若しくは誘導に問題があった。 1

・車両の操作および誘導に問題があった。 0
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【良好事例】

【気付き】
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②人身・放射線安全　チェックシート

訓練実施日：　　　　　　　　　　　訓練対象班： 評価者：　　　　　　

チェック
対象外 Ｎｏ カテゴリー チェック項目

採点
(全30点)

チェック
(全1５項目)

コメント

良  ・ 可 ・ 不可
良・可の場合

チェック

評価

Ⅰ．人身・放射線安全に関するチェック項目（30点）

個

【指標１２－②】

点

シナリオ情報を含むため非開示

資料⑯-5
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Ⅰ．人身・放射線安全に関するチェック項目  採点基準

1 緊急時対策所の設置場所が安全であることを確認できた。 点数

・事象発生直後に緊急時対策所の健全性確認を指示できた。 2

・緊急時対策所の健全性確認を指示できた。 1

・緊急時対策所の設置場所が安全であることを確認していなかった。 0

2 要員の体調確認・管理を実施できた。 点数

・適宜、要員の体調確認・管理を実施できた。 2

・活動開始時のみ、要員の体調確認・管理を実施できた。 1

・要員の体調確認・管理を実施できなかった。 0

3 構内所員の安否確認を行えた。 点数

・構内所員の安否確認を行うことに加え、その旨、緊急時対策所に周知できた。 2

・構内所員の安否確認を行えた。 1

・構内所員の安否確認を行えなかった。 0

4 地震に対して、安全行為を指示できた。 点数

・地震発生により、具体的な安全行為（机の下に入る等）を指示できることができた。 2

・地震発生により注意喚起したが、具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

5 津波に対して、安全行為を指示できた。 点数

・津波発生により、具体的な安全行為（海側での復旧活動を禁止する、津波監視強化等）を指示することができた。 2

・津波発生により注意喚起したが、具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

6 火災に対して、安全行為を指示できた。 点数

・火災発生により、具体的な指示（適切な防護装備の着用指示、火災発生による注意事項等）ができた。 2

・火災発生により、注意喚起したが具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

7 溢水に対して、安全行為を指示できた。 点数

・溢水発生により、具体的な指示（適切な防護装備の着用指示、溢水エリアを考慮した指示）ができた。 2

・溢水発生により、注意喚起したが具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

8 自然災害（台風、強風、積雪など）に対して、設計基準値を超過した場合、安全行為を指示できた。 点数

・自然災害について、具体的な指示（作業安全上の留意点、屋外作業禁止等）ができた。 2

・自然災害について、注意喚起したが具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

9 テロ行為に対して、安全行為を指示できた。 点数

・テロ行為について、注意喚起することに加え、退避場所を指示できた。（ただし構内放送使用なし） 2

・テロ行為について、注意喚起できた。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

10 有毒ガスに対して、安全行為を指示できた。 点数

・有毒ガス発生により、具体的な指示（適切な防護装備の着用指示、ガスに応じた注意点の周知等）ができた。 2

・有毒ガス発生により、注意喚起したが具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0
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11 火山の噴火に対して、安全行為を指示できた。 点数

・火山の噴火により、具体的な指示（防護装備の着用指示、安全上の注意点の周知等）ができた。 2

・火山の噴火により、注意喚起したが具体的行動については言及しなかった。 1

・安全行為を指示できなかった。 0

12 放射線量に応じて、適切な放射線防護装備（GB、APD含む）の着用指示を行えた。 点数

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）の着用指示に加え、線量上昇の傾向や原因等の情報共有ができた。 2

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）の着用指示を行えた。 1

・適切な放射線防護装備（GB、APD含む）の着用指示を行えなかった。 0

13 怪我人発生に対して、必要に応じた指示ができた。 点数

2

・必要に応じた対応（救急車の要請等）ができた。 1

・必要な対応が行えなかった。 0

14 緊急作業に該当する場合、要員に対し緊急作業の意思再確認を行えた。 点数

・緊急作業が適用となるEAL発生後、すぐに緊急作業の意思再確認を行えた。 2

・緊急作業の意思再確認を行えた。 1

・緊急作業の意思確認を行えなかった。 0

15 ベントの可能性がある場合、要員に対し一時退避を指示できた。 点数

・要員に対し一時退避を指示することに加え、その後の対応についても周知できた。 2

・要員に対し一時退避を指示できた。 1

・要員に対し一時退避を指示できなかった。 0

・必要に応じた対応（救急車の要請等）に加え、その後の対応（応急処置、受入れ先の病院選定等）に
　ついても指示できた。
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2 0 2 3 年 1 1 月 

九州電力株式会社 

2023 年度川内原子力防災訓練シナリオにおける「能力向上を促すための要素」 

◎指標６ 能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオか
・原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置と実施する事故対処の能力
向上に資する現場実働、プラント状態の把握を困難とする想定等、実効性を高める
工夫が図られているか

【能力向上を促すためのシナリオへの要素】 

１７５⾴〜１７８⾴はシナリオ情報を含むため⾮開⽰

資料⑰

－175－～－178－



個人情報のため非開示

資料⑱
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2 
 

○中期計画の見直しや年度の訓練計画等に反映すべき内容を抽出するため、年度ご

とに確認する項目を明確化する。 

○ 

 

 

 

 

 

 

〇シナリオの多様化等の観点から、「場面設定」や「付随事象」についても訓練シナ

リオ作成時の要素として設定する。また、現場実動訓練においても実効性のある

想定や認知、判断及び対応能力を向上させるような工夫を設定する。 

○緊急時対応能力の向上を図るため、緊急時対応組織（社外を含む）との連携訓練

を設定する。 

○原子力事業者防災業務計画に記載している訓練の項目以外に、原子力防災組織と

して、訓練を通じて緊急時対応能力を向上させる必要がある訓練を以下のとおり

整理する。 

  ①ＥＲＣとの連携訓練 

  ②原子力防災要員等の動員訓練 

  ③原子力事業者間協力協定等に基づく対応訓練 

 ④発電所支援対応訓練 

  ⑤プレス対応訓練 

  ⑥住民避難支援対応訓練 

  ⑦オフサイトセンター連携訓練 

  ⑧発電所支援に係る本店即応センターとの連携訓練 

  ⑨後方支援拠点設置運営訓練 

その他必要に応じ訓練項目を設定 

 

５．計画の見直し 

訓練結果や規制側の要求及び訓練のあり方検討等を踏まえ、定期的な中期計画の評

価・分析により、訓練計画の策定に考慮が必要な事項の抽出等を実施し、継続的な改

善を図る。 

また、中期計画は、訓練実績、訓練における目標達成状況、改善事項の反映状況、

第３者の視点による評価等により必要に応じて見直しを実施する。 

 
 
 

シナリオ情報を含むため非開示 
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3 
 

 

６．評価・分析の時期及び方針の考え方 

○評価・分析を行う時期や方針の考え方を明確にすることで、継続的に緊急時対応

能力等の改善を図る。 

 なお、評価・分析に当たっては、以下の内容を考慮し、訓練年度計画及び中期計

画に反映する。 

 ・原子力防災訓練の結果 

 ・原子力事業者防災訓練報告会（訓練あり方検討の内容を含む） 

 ・他電力原子力防災訓練の視察結果 等 

 

○評価分析の時期 
 

 2021 年度 2022 年度 2023 年度以降 

中期計画 

       

年度計画 

       

インプット

情報 

       

  
 

 
 
 

 

以 上 

▽ 

▽ 

▽ 

▽ 

▽ 
訓練報告会
他電力視察結果 等 

▽ 
訓練結果 

▽ 

策定 

訓練結果 

訓練報告会 
他電力視察結果 等

見直し 

反映

評価・分析（見直し） 

▽ 
策定 

訓練結果
▽ 

評価・分析 
▽ 

反映 
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➢年度ごとの訓練テーマ

□各拠点における役割分担を認識し、以下の災害対応ができることを確認する
・緊急時における事故収束活動
・発電所支援対応
・関係箇所との情報連絡、連携対応

□前年度に抽出した改善事項の有効性確認
□原子力事業者の防災訓練の評価指標も参考にし、訓練を計画実行することで能力向上を目指す

□前年度までの訓練結果に
対する分析等を踏まえ、
更なる応用力を取得

2022年度

2024年度

2023年度

2021年度まで

➢年度毎の確認項目

■2015年度（平成27年）まで
・シナリオ提示型訓練の実施
・多様且つ、難度の高いシナリオの実施
・住民避難を優先した迅速な通報連絡の実施

■2019年度～2021年度
・ERCへの円滑な情報発信のための体制及び運用の習熟
・防災訓練と連動した現場実働の習熟 （マルファンクションを踏まえた対応）
・一部の対応要員喪失による対応
・発電所及び本店間の情報連携並びに本店からＥＲＣへの情報共有の確認
・緊急時対策棟での円滑な原子力災害対策活動の実施
・事故対処能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオへの取り組み

■2016年度（平成28年）～2018年度（平成30年）まで
・国、自治体への迅速な情報伝達・住民避難支援に係る連携確認
・他電力との連携
・戦略シートを活用した情報共有、判断ポイントによる判断能力確認

□事故収束に向けた現場実働訓練による判断能力及び実働能力の向上

□社外を含む緊急時対応組織との連携
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原 子 力 防 災 訓 練  中 期 計 画 (２０２２年度～２０２４年度) 

区分 目 標 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

緊
急
時
対
応
に
お
け
る
連
携 

訓練（防災業務計画

 
 

   

             基本シナリオ 

     

訓練項目 

   

  

 
 

 

  

総合（連携）訓練 A M 訓 練 

原子力事業者防災業務計画記載の訓練（年 1 回） 

 

 

○訓練対応の基本的考え方 
 ・総合訓練の型式はシナリオ非提示を原則とする。 
 ・訓練シナリオは基本シナリオを参照し、具体的な内容は各年度で定める。 

 複数号機同時発災とし、ユニット毎に放射性物質の放出を伴う事象と設備復旧等により 15
条事象に至らないシナリオとする。 
さらに、シナリオ多様化の観点から、GE に至らない（SE 止まり）シナリオを必要によ

り設定する。（この場合、GE に至るシナリオで通報訓練を二部訓練として実施する。） 
・緊急時対応の力の向上を図るため、緊急時対応組織（社外を含む）との連携訓練を設定する。 

（発電所） 
・事故収束活動、事故拡大防止活動対応 

（本店） 
・規制庁ＥＲＣへの情報連絡など外部への情報発信 

 ・発電所支援対応 
 ・住民避難支援対応 

 緊急時対応訓練 

 緊急事態支援組織対応訓練

通 報 訓 練 

 原子力災害医療訓練 

 モ ニ タ リ ン グ 訓 練 

 避 難 誘 導 訓 練 

 ＥＲＣとの連携訓練 

訓練を通じて緊急時対応能力を向上させる必要がある

訓練（年１回） 

 

 

 原子力防災要員等の 
動員訓練 

 原子力事業者間協力協定 
に基づく対応訓練 

 発電所支援対応訓練 

 プレス対応訓練 

住民避難支援対応訓練 
オフサイトセンター連携 
訓練 
発電所支援に係る本店即応
センターとの連携訓練 

その他 

（火災対応訓練 等）

緊
急
時
対
応
の
ベース・

習
熟 

 

要素（個別）訓練 A M 訓 練 

原子力事業者防災業務計画記載の訓練（年 1 回） 

○訓練対応の基本的考え方 

・手順書の適応性や必要な要員・資機材確認等の検証を行うとともに、反復訓練にて習熟度向上

及び手順の習熟を図る。 
・緊急時対応の力の向上を図るため、緊急時対応組織（社外を含む）との連携訓練を設定する。 

 

緊 急 時 対 応 訓 練 

 緊急事態支援組織対応訓練 

 通 報 訓 練 

 原 子 力 災 害 医 療 訓 練 

 モ ニ タ リ ン グ 訓 練 

 避 難 誘 導 訓 練 

 
後方支援拠点設置運営訓練

訓練を通じて緊急時対応能力を向上させる必要がある

訓練（年１回） 

 そ の 他 必要に応じ実施 

教
育
・
訓
練 

（保安規定）

 

対象：発電所  
    

重大事故等発生
時における成立
性確認 

重大事故等に対する技術的能
力の成立性を確認する訓練 

○重要事故シーケンス１９事象等 
○格納容器の破損による放射性物質の放出想定なし

（アニュラスからの放出想定はあり） 

重大事故等発生時の対応に
係る総合的な訓練 

○発電所支援組織と重大事故等対策要員との連携を想
定した訓練 

教
育 

（防災業務計画） 対象：本店、発電所 

頻度：１回／年 
 

 防災教育 
 

（原子力災害に関する知識及び技能の習得） 

○原子力防災組織及び活動に関する知識 
○発電所及び放射性物質の運搬容器等の施設又は設備

に関する知識 
○放射線防護に関する知識 
○放射線及び放射性物質の測定方法並びに機器を含む

防災対策上の諸設備に関する知識 

 

 

 

頻 度：１回／年以上 
目 的：成立性の確認訓練 

頻 度：１回／年以上 
目 的：力量の維持向上のための教育訓練 

改訂１：訓練あり方検討結果等を踏まえた改訂 

 

シナリオ非提示型訓練のためマスキング 

 
 

シナリオ非提示型訓練のためマスキング 
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拠 点 各拠点の対応（概要） 支援の流れ 

原子力発電所 

（緊急時対策所） 

   

   

本店 

（即応センター） 

   

発電所外からの 

支援 

    

 

警戒体制 第１種緊急時体制 

警戒事象発生 
ＳＥ該当事象 

（１０条事象相当） 
ＧＥ該当事象 

（１５条事象相当） 

第２種緊急時体制 

緊急時対策本部（事故拡大防止措置） 

後方支援拠点選定 

（放射能拡散、自然災害時の被害状況を考慮） 

▼ 
拠点
設置

 

プラントメーカ
協力会社 

②被害状況確認 

訓練の基本的内容（原子力災害発生時の支援対応内容等） 

 
〇発電所・後方支援拠点へのｱｸｾｽの 

確認（陸海空路） 

〇避難者の搬送準備 
〇物資等の確保 

・バッテリー、燃料（重油、軽油等） 
・食料、水、・簡易トイレ 
・放管用資機材、取替部品など 

〇輸送手段の確保 （車、船、ヘリ等） 

支援班 

③通信設備の使用可能状況確認

④避難者の搬送準備

⑤外部電源・必要物資等の確認 

⑥要員の確保（応援含む）

緊急時対策本部（発電所支援・規制庁ＥＲＣ・ＯＦＣ対応）

①通報連絡

①通報連絡

②被害状況確認 

③通信設備の使用可能ｴﾘｱ把握 

⑤輸送手段の確保 （車、船、ヘリ等） 
④発電所へのｱｸｾｽ確認（陸海空路） 

⑥気象データの入手 

⑦応援要員・技術員の確保 

⑧物資等の確保 

依 頼 

復旧作業・各種協力

             原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づく協力 

原子力事業における相互協力 

原子力緊急事態支援組織【遠隔操作可能な資機材等提供】

重大事故発生から６日後まで 指示 

要請 

要請 

非発災発電所による支援 

〇通信設備の使用可能ｴﾘｱ把握 

〇電源確保（外部電源喪失時） 

復旧支援班 

 

総 務 班  

後方支援拠点 

〇支援要員の参集 

〇支援要員の管理 

〇支援物資の集積 

〇ＮＲＡ、実働省庁との情報連絡 

非発災発電所 

〇協力要員
〇ＧＭ汚染サーベイメータ 
〇個人線量計 等  

事業者間協力協定 

〇協力要員 
〇ＧＭ汚染サーベイメータ 
〇個人線量計 等  

〇発電所設備の調達（取替部品等選定）
輸送手段確保・輸送

 

原子力技術班 

総 括 班  

総 括 班  

支援内容 

詳細調整 

要請・回答

要請・回答

要
請
・
回
答 

支援内容 

詳細調整 

支
援
要
員
・
物
資 

要
請
・
回
答 

   ：基本ﾁｬﾝﾈﾙ 

   ：ｻｲﾄﾞﾁｬﾝﾈﾙ 

保 修 班  

⑨外部への情報発信（プレス対応等） 

⑩住民避難支援 

             原子力安全研究協会【オンサイト医療スタッフ派遣】 要請

連絡 

連絡 
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１．原子力防災訓練の結果 

「防災訓練実施結果報告書」（川内：2023 年 1月 23 日、玄海：2023 年 5 月 16 日に原子力規制
委員会へ報告）をインプット情報とした。 

なお、当該報告書において訓練の目的、評価結果及び今後の原子力災害対策に向けた改善点は
以下のように記載している。 

（１）訓練の目的 
   訓練の主たる目的は、原子力発電所、本店、原子力事業所災害対策支援拠点（以下「後

方支援拠点」という。）、東京支社及び各支店等が連携し、原子力災害発生時に原子力防災
組織及び本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できることを確認
する。 

  ａ．発電所対策本部、本店対策本部、後方支援拠点等における役割分担を認識し、対策要
員が関係機関との連携を含めた災害対応を実施できることを確認する 

  ｂ．これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する 

  ｃ．訓練目標  

 事故収束に向けた現場実働訓練による判断能力及び実働能力の向上 

   （検証項目） 

 現場実働訓練において、不測の事態等の発生を認知し、当該事象に対して、適切な判断
及び対処が行えること 

（２）訓練の評価結果 

○ 2022 年度において先行して実施した川内訓練にて抽出した課題に対し、速やかに要因及び
改善点を検討し、玄海訓練にてその対策の効果を確認できており、ＰＤＣＡサイクルが機
能し、緊急時対応能力の継続的な改善が図られている。 

○ 発電所、本店、後方支援拠点東京支社及び各支店が連携し、原子力災害発生時に原子力防
災組織及び本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できることが
確認できたことから、（１）の訓練目的及び検証項目は達成したものと判断する。 

〈（1）ａ.関連〉 

○ 要素訓練の積み重ね及びシナリオ非提示型訓練への取り組みを重ねるごとに、これまでの
訓練から抽出された改善について、その対策の効果が確認できており、組織全体として緊
急時対応能力が向上していると評価する。〈（1）ｂ.関連〉 

○ 訓練を踏まえ、今後に向けた改善点等が抽出されたものの、想定した原子力災害に対する
事故対応等を行えることが確認できたため、緊急時対応能力及び防災体制が十分であるこ
とが確認できる訓練結果であったと評価する。〈（1）ｃ.関連〉 

○ 現場実働訓練において、アクセスルートの一部使用不能、機器の不具合等が生じるもので
あったが、発電所対策本部は現場作業班へ適切な指示を行っており、また、現場作業班は
発電所対策本部の指示に対して迅速かつ適切な対応が行えていたことから、不測の事態に
対し、的確に事態を認知し、当該事象に対して適切な判断及び対処が行えていたものと評
価する。 

（３）今後の原子力災害対策に向けた改善点 
【川内】 
 ・原子力規制庁ＥＲＣ派遣者（リエゾン）対応に係る運用の見直し 
 ・発電所対策本部における更なる簡潔・明瞭な報告の実施 
【玄海】 
・発出したＥＡＬを管理する一覧表の作成等 
 
 
 
 

 

２．他電力による評価として、現地（本店即応センター）及び録画映像（現場実働訓練）による
確認を受けた結果、以下の気づき事項（良好事例を含む）があった。 

主な気づき事項 ○ERC 側が発話中であっても緊急情報を入手した際は、割り込んで情報共
有することが出来ていた。[玄海（本店）] 

〇予定時刻を過ぎているにも関わらず、予定時刻として発話する場面が
あった [玄海（本店）] 

○本店即応センターからＥＲＣプラント班に対し、ＥＲＳＳ、ＣＯＰ、
備付資料等を活用して視覚的に分かりやすい情報共有ができていた。
[川内（本店）] 

〇一部の資料では文字の線が細い等、書画が見づらい場面があった [川
内（本店）] 

○ケーブルが損傷しないよう班員全員でケーブルを持ち上げ運搬し、敷
設していた。[玄海（現場）] 

〇ケーブル外被損傷のマルファンクションでは、予備ケーブルへの切替
で対応されていたが、不良ケーブルに対し識別の指示があればよりよ
い[玄海（現場）] 

○班長が手順書を確認チェックをしながら使用する資機材、工具を指示
していた。また、班員は内容物、個数を確認したのちに運搬積載をし
ていた。[川内（現場）] 

〇安全上、固縛装置等の重量物は２人以上で運搬したほうが良い[川内
（現場）] 

 

３．他電力防災訓練の確認結果 

（１）確認実績 
   下表のとおり、他電力の防災訓練を確認し、その確認結果（議事録等）をインプット情

報とした。なお、2022 年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、一部の訓練を除
き、現地での視察は行わず、統合原子力防災ネットワークのＴＶ会議及び録画映像による
確認を実施した。 

（２）確認結果 
   当社の社内原子力防災訓練への視察受入れ（映像による確認を含む）及び他電力防災訓

練の確認を実施し、2023 年度に重点的に確認する項目として、以下の項目を抽出した。 
・ＥＲＣプラント班へのＣＯＰ等の資料配布状況の確認した上での説明（島根） 
・緊急地震速報を用いた、地震情報の本店対策本部内への周知（泊） 
・グリッド線の追加等備付資料の充実（志賀） 

 

４．訓練あり方検討の活動を踏まえた対応 

訓練あり方検討の対応として、2023 年度以降は、以下の方針で訓練に取り組んでいく。 

〇2022年度に有効性が確認された以下の項目については、訓練計画に反映し計画的に取り組む。 

・GEに至ることを求めない（SE止まり）訓練：2024 年度以降の自社訓練で取組み予定 
・実発災を想定した広範囲な支援組織との連携：2023 年度は、2022 年度の玄海 LSB 訓練に

おける試行結果を踏まえた対応を実施予定 
・事業者間ピアレビュー：2023 年度は、川内 NPS を対象に事業者間ピアレビューを実施予定 

〇その他の項目については、2023 年度以降の試行結果を踏まえ訓練に取り組んでいく。 
 

評価・分析のインプット情報 
添付１ 
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（他電力防災訓練の確認実績） 

 日 時 訓 練 内 容 視 察 場 所 

1 2022 年 8月 30 日 
関西電力㈱ 
高浜発電所原子力防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇高浜原子力発電所 

2 2022 年 10 月 7日 
東京電力ＨＤ㈱ 
福島第一、第二原子力発電所原子力
防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇☆福島第一・第二原子力発電所

3 2022 年 10 月 11 日 日本原子力発電㈱ 
東海発電所原子力防災訓練(第2部) 

◇本店即応センター 

4 2022 年 11 月 15 日
中国電力㈱ 
島根原子力発電所原子力防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ 
☆本店即応センター 
☆島根原子力発電所 

5 2022 年 11 月 25 日 東北電力㈱ 
東通原子力発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
◇☆本店即応センター（評価者）
◇東通原子力発電所 

6 2022 年 12 月 2日 
日本原子力発電㈱ 
敦賀発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇敦賀原子力発電所 

7 2022 年 12 月 9日 
四国電力㈱ 
伊方発電所原子力防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ 
◇即応センター松山 
☆伊方原子力発電所 

8 2023 年 1月 20 日 関西電力㈱ 
大飯発電所原子力防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇大飯原子力発電所 

9 2023 年 1月 27 日 
北海道電力㈱ 
泊発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
☆泊原子力発電所（評価者）

10 2023 年 1月 31 日 
北陸電力㈱ 
志賀原子力発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
☆本店即応センター（評価者）
☆志賀原子力発電所（評価者）

11 2023 年 2 月 3日 東京電力ＨＤ㈱ 
柏崎刈羽原子力発電所原子力防災訓練 

◇☆原子力規制庁ＥＲＣ（評価者）
◇☆本店即応センター（評価者）
◇☆柏崎刈羽原子力発電所（評価者）

12 2023 年 2月 10 日 
中部電力㈱ 
浜岡原子力発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇浜岡原子力発電所 

13 2023 年 2月 17 日 
日本原子力発電㈱ 
東海、東海第二発電所原子力防災訓練 

◇本店即応センター 
◇東海、東海第二原子力発電所

14 2023 年 3 月 3日 関西電力㈱ 
美浜発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇美浜原子力発電所 

15 2023 年 3 月 7日 
東北電力㈱ 
女川原子力発電所原子力防災訓練 

◇原子力規制庁ＥＲＣ 
◇本店即応センター 
◇女川原子力発電所 

※視察方法 ◇：統原防ＮＷまたは録画映像、☆：現地 
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① 年度ごとの訓練テーマ等 
   ・事故収束に向けた現場実働訓練による判断能力及び実働能力の向上 

 

［検証項目］ 
 現場実働訓練において、不測の事態等の発生を認知し、当該事象に対して、適切な判断

及び対処が行えること 

分類 内容 分析結果 

組織の能力 体制 

体制の確立 

・発電所対策本部、現場作業班とも

に、予め定められた体制を確立で

きていた。 

・体調不良者が発生した際に発電所

対策本部と連携し、速やかに交代

要員を派遣していた。（川内） 

組織・要員の能力 

・不測の事態(マルファンクション対

応)に対し、状況を確認し、代替手

段の検討ができていた。 

情報共有 情報 

対策本部との連携 

・トラブル発生（マルファンクショ

ン対応）時に現場と対策本部が連

携した適切な対応が図られてい

る。 

・大津波警報の発令に伴い、取水ピ

ットの水位等の情報を適宜本部と

現場が情報共有し、本部は津波到

達が近づいたと判断した際には、

速やかに現場に避難指示を行うこ

とができていた。また、現場作業

班は、発電所対策本部の指示に対

して迅速かつ適切な対応が行えて

いた。（玄海） 

現場作業員間のコミュニケー

ション 

・重機を使用した作業では、誘導員

を配置し、周囲の安全を確認し、

運転者と誘導員が合図により連絡

を取り合い、安全に作業を行って

いた。（川内） 

・放射線防護具装着環境下で会話が

聞き取りにくい場面においても、

各ステップ終了の都度、手を上げ

る等の全身アクションで、コミュ

ニケーションの補てんができてい

た。（玄海） 

 
［検証結果］ 
 発電所対策本部はプラント状況を踏まえ、現場作業班へ適切な指示を行っており、ま

た、現場作業班は発電所対策本部の指示に対して迅速かつ適切な対応が行えていた。 
 資機材（電源ケーブル等）損傷などのマルファンクションに対しても対応要員が適切

に状況を判断し、発電所対策本部と現場作業班が連携して事故収束に向けた対応が行
えていた。 

 
② 年度ごとの確認項目 
○ 発電所対策本部、本店対策本部、後方支援拠点等における役割分担を認識し、対策要員が

関係機関との連携を含めた災害対応を実施できることを確認 

分類 内容 分析結果 

組織の能力

体制 

組織の構成、役割分担、指示命

令系統、情報収集や伝達経路等

を含む組織の体制 

原子力事業者防災業務計画等に基づ

き体制の整備が図られており、各機

能班の役割が明確化され、各班が連

携し、組織の体制向上に寄与してい

る。 

計画 
緊急時対応に関る業務の手順、

訓練目的などの策定 

訓練計画による目的の策定・周知が

なされるとともに、整備された手順

等に基づく活動が実施できている。

設備 
各施設、通信設備、共有端末な

どﾊｰﾄﾞ面に対する工夫状況 

施設整備が行われ、これまでの訓練

において拡充等改善が確実に図られ

活動に寄与している。 

要員の能力 体制 
対策要員がそれぞれの役割に応

じた緊急時対応業務の認識 

訓練を重ねるごとに役割分担に応じ

た活動が展開できており、新規要員

に対して、班内でのｻﾎﾟｰﾄが適切に行

われ能力維持が図られている。 

 
○ これまでの訓練から改善を図った事項の有効性 

2022 年度訓練において、2021 年度訓練時に抽出された改善点の反映を訓練で確認できて

おり、訓練を通じて組織の能力、要員の能力の向上に寄与している。 
また、抽出した課題に対し、速やかに要因及び改善点を関係者で検討し、訓練にてその対

策の効果を確認する PDCA ｻｲｸﾙが機能する組織の維持が図られている。 
 

○ 原子力事業者防災訓練評価指標に対する取り組み 
令和 4年度第 28回原子力規制委員会（2022 年 8 月 17日）で了承された「指標７ 現場実

働訓練の実施」の見直し内容等を受け、評価指標の目的や重要性も踏まえた訓練対応を実施
した。今後も引き続き計画的・継続的に実施する訓練の中で確認していく。 

 
③ 2021 年度中期計画見直しに係る評価・分析で抽出した項目の対応状況 

「①年度ごとの訓練テーマ等」と同様の内容 
 

④ 今後の原子力災害対策に向けた改善点 
 ・原子力規制庁ＥＲＣ派遣者（リエゾン）対応に係る運用の見直し（川内） 

 ・発電所対策本部における更なる簡潔・明瞭な報告の実施（川内） 
 ・発出したＥＡＬを管理する一覧表の作成等（玄海） 

 
上記改善点に対し、至近の訓練で基本的な対応事項を起因とした課題が抽出されていないか

確認した結果、通報連絡に関する課題が以下の通り抽出されているため、基本的な対応事項の
確認を重点的に取り組む必要がある。 

 2021年度川内総合訓練 
・応急措置の実施報告（25 条報告）において報告すべき内容の周知・習熟 

 

２０２２年度原子力防災訓練結果に対する評価・分析 添付２ 
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九州電力（株）原子力防災訓練対応実績・スケジュール 
 

  実  施  事  項 
2021年 2022年 2023年 

備    考 
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降 

ACTION 改善実施 ○改善対策の具体化                    ▼玄海訓練日：2021.10. 1 
▼川内訓練日：2022. 1.18   ・改善内容の周知・教育                    

CHECK 訓練報告 〇2021年度玄海訓練報告書提出                    2022.1.28 

  ○2021年度川内訓練報告書提出                    2022.5.12 

ACTION 改善実施 〇2021年度訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

 ■10条確認会議及び15条認定会議時の説明内容の整理                     

  →整理表の作成、勉強会・訓練等により周知                     

  ■25条報告において報告すべき内容の周知・習熟                     

  →フォーマットの作成、勉強会・訓練等により周知                    

  ○習熟訓練                     

  ・ＥＲＣ対応ブース情報共有習熟訓練                     

  ・通報文作成習熟訓練（要素訓練）                     

  ○原子力事業者防災訓練報告会／規制委員会報告                    
防災訓練報告会：2022.7.21 
規制委員会報告：2022.8.17 

  ・評価結果、今年度の評価指標の考え方、対応方針の周知                     

  ○教育訓練                     

  ・原子力防災教育                     

  ・ＥＲＣ備付資料説明会                     

 〇事業者防災業務計画見直し検討                    届出日：2022.8.19 

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討                     

PLAN 訓練計画 〇2022～2024年度訓練 中期計画策定                    2022.9.5策定 

  ○2022年度訓練計画策定                    2022.9.5策定 

DO 訓練実施 〇2022年度訓練実施（川内）                   訓練日：2022.10.25 

CHECK 訓練評価 〇川内訓練評価                     

 ・社内自己評価                     

 ・対策の有効性評価（2021年度訓練課題）                     

 ・パンチリスト対応                     

 ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                    

 〇2022年度訓練報告書提出（川内）                     

ACTION 改善実施 〇川内訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  ○習熟訓練                     

DO 訓練実施 〇2022年度訓練実施（玄海）                    訓練日：2023.2.28 

CHECK 訓練評価 〇玄海訓練評価                     

  ・社内自己評価（川内訓練時の対策の検証含む）                     

  ・対策の有効性評価（2021年度訓練課題）                     

  ・パンチリスト対応                     

  ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                     

  〇2022年度訓練報告書提出（玄海）                     

ACTION 改善実施 〇2022年度訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                    次年度訓練へ反映 

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討開始                     

  〇事業者防災業務計画見直し検討開始                     

PLAN 訓練計画 〇中期計画見直し                     

  〇2023年度訓練計画策定                    他社訓練の良好事例、JANSI報告会、 
規制庁訓練報告会等も参考とする 

DO 訓練実施 〇2023年度訓練実施                     
       
  

[備付資料、初動対応、 

要領見直し（発話ポイント、情報フロー、役割分担）] 
[川内] [玄海] 

届出 

資料⑳
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九州電力（株）原子力防災訓練対応実績・スケジュール 
   

  実  施  事  項 
2022年 2023年 2024年 

備    考 
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降 

ACTION 改善実施 ○改善対策の具体化                  ▼川内訓練日：2022.10.25 
▼玄海訓練日：2023. 2.28   ・改善内容の周知・教育                    

CHECK 訓練報告 〇2022年度川内訓練報告書提出                    2023.1.23 

  ○2022年度玄海訓練報告書提出                   2023.5.16 

ACTION 改善実施 〇2022年度訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

 ■通報文作成ルール等の周知・習熟                     

  →ＥＡＬを管理する一覧表の作成、勉強会・訓練等により周知                     

  ○習熟訓練                     

  ・ＥＲＣ対応ブース情報共有習熟訓練                     

  ・通報文作成習熟訓練（要素訓練）                     

  ○原子力事業者防災訓練報告会／規制委員会報告                    
防災訓練報告会：2023.7.26 
規制委員会報告：2023.8.30 

  ・評価結果、今年度の評価指標の考え方、対応方針の周知                     

  ○教育訓練                     

  ・原子力防災教育                     

  ・ＥＲＣ備付資料説明会                     

 〇事業者防災業務計画見直し検討                    届出日：2023.10.20 

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討                     

PLAN 訓練計画 〇2022～2024年度訓練 中期計画見直し（必要時）                     

  ○2023年度訓練計画策定                     

DO 訓練実施 〇2023年度訓練実施（川内）                   訓練日：2023.12.19（予定） 

CHECK 訓練評価 〇川内訓練評価                     

 ・社内自己評価                     

 ・対策の有効性評価（2022年度訓練課題）                     

 ・パンチリスト対応                     

 ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                     

 〇2023年度訓練報告書提出（川内）                    

ACTION 改善実施 〇訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  ○習熟訓練                     

DO 訓練実施 〇2023年度訓練実施（玄海）                    訓練日：2024.2.27（予定） 

CHECK 訓練評価 〇玄海訓練評価                     

  ・社内自己評価                     

  ・対策の有効性評価（2022年度訓練課題）                     

  ・パンチリスト対応                     

  ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                     

  〇2023年度訓練報告書提出（玄海）                     

ACTION 改善実施 〇訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                    次年度訓練へ反映 

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討開始                     

  〇事業者防災業務計画見直し検討開始                     

PLAN 訓練計画 〇中期計画見直し                     

  〇2024年度訓練計画策定                    他社訓練の良好事例、JANSI報告会、 
規制庁訓練報告会等も参考とする 

DO 訓練実施 〇2024年度訓練実施                     
 

[玄海] [川内] 

届出 
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九州電力（株）原子力防災訓練対応実績・スケジュール 
 

  実  施  事  項 
2021年 2022年 2023年 

備    考 
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降 

ACTION 改善実施 ○改善対策の具体化                    ▼玄海訓練日：2021.10. 1 
▼川内訓練日：2022. 1.18   ・改善内容の周知・教育                    

CHECK 訓練報告 〇2021年度玄海訓練報告書提出                    2022.1.28 

  ○2021年度川内訓練報告書提出                    2022.5.12 

ACTION 改善実施 〇2021年度訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

 ■10条確認会議及び15条認定会議時の説明内容の整理                     

  →整理表の作成、勉強会・訓練等により周知                     

  ■25条報告において報告すべき内容の周知・習熟                     

  →フォーマットの作成、勉強会・訓練等により周知                    

  ○習熟訓練                     

  ・ＥＲＣ対応ブース情報共有習熟訓練                     

  ・通報文作成習熟訓練（要素訓練）                     

  ○原子力事業者防災訓練報告会／規制委員会報告                    
防災訓練報告会：2022.7.21 
規制委員会報告：2022.8.17 

  ・評価結果、今年度の評価指標の考え方、対応方針の周知                     

  ○教育訓練                     

  ・原子力防災教育                     

  ・ＥＲＣ備付資料説明会                     

 〇事業者防災業務計画見直し検討                    届出日：2022.8.19 

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討                     

PLAN 訓練計画 〇2022～2024年度訓練 中期計画策定                    2022.9.5策定 

  ○2022年度訓練計画策定                    2022.9.5策定 

DO 訓練実施 〇2022年度訓練実施（川内）                   訓練日：2022.10.25 

CHECK 訓練評価 〇玄海訓練評価                     

 ・社内自己評価                     

 ・対策の有効性評価（2021年度訓練課題）                     

 ・パンチリスト対応                     

 ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                    

 〇2022年度訓練報告書提出（川内）                     

ACTION 改善実施 〇川内訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                     

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  ○習熟訓練                     

DO 訓練実施 〇2022年度訓練実施（玄海）                    訓練日：2023.2.28 

CHECK 訓練評価 〇川内訓練評価                     

  ・社内自己評価（川内訓練時の対策の検証含む）                     

  ・対策の有効性評価（2021年度訓練課題）                     

  ・パンチリスト対応                     

  ・課題の抽出、原因分析、対策検討、対策の方針決定                     

  〇2022年度訓練報告書提出（玄海）                     

ACTION 改善実施 〇2022年度訓練評価を踏まえた改善対策の具体化                    次年度訓練へ反映 

  ■変更内容の周知・教育                     

  →抽出された改善項目に対する個別訓練等の実施                     

  〇中期計画見直しに係る評価分析検討開始                     

  〇事業者防災業務計画見直し検討開始                     

PLAN 訓練計画 〇中期計画見直し                     

  〇2023年度訓練計画策定                    他社訓練の良好事例、JANSI報告会、 
規制庁訓練報告会等も参考とする 

DO 訓練実施 〇2023年度訓練実施                     
  

[備付資料、初動対応、 

要領見直し（発話ポイント、情報フロー、役割分担）] 
[川内] [玄海] 

届出 

資料㉑
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本店即応センター分散配置

本店即応センター非常災害対策本部室

総括班※

規制庁対応
ブース

原
子
力

技
術
班※

マ
ル
チ
モ
ニ
タ

指令部

情報コン
トロール
ブース

復
旧
支
援
班

地
域
支
援
班

支
援
班

広
報
班

各執務室等

復旧支援班

支
援
班

【分散】

【移動】

【分散】
地
域
支
援
班

総本部

国T
V

会
議

社
内T

V

会
議

社内TV
会議

社内TV
会議

社内TV
会議

モニタ

モ
ニ
タ

モ
ニ
タ
リ
ン

グ
チ
ー
ム

換気換気

A

B

AB

広
報
班

B

A
【分散】

広報班C

原子力
技術班

【分散】

B

A

※要員を即応センター内で
分散配置する

資料㉒
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本店即応センター分散配置に伴う情報共有・連絡方法

本店即応センター非常災害対策本部室

総括班

規制庁対応
ブース

原
子
力

技
術
班

マ
ル
チ
モ
ニ
タ

指令部

情報コン
トロール
ブース

復
旧
支
援
班

地
域
支
援
班

広
報
班

各執務室等

復旧支援班

支
援
班

地
域
支
援
班

総本部

国T
V

会
議

社
内T

V

会
議

社内TV
会議

社内TV
会議

社内TV
会議

モニタ

モ
ニ
タ

モ
ニ
タ
リ
ン

グ
チ
ー
ム

T
e
a
m
s
へ

取
込
み

①

②

③

情報共有

⑥③④⑤ ⑥

情報共有

Teamsへ取込み

③④⑤ ⑥

③④⑤ ⑥

④

③④⑤ ⑥

①

①

①

①

③④⑤ ⑥

※「本店即応センター分散配置に伴う情報共有・連絡方法」については、
訓練、検証等を踏まえ、必要により見直すこととする。

情報共有・連絡方法

【全体情報共有】
①即応Cのマイク音声（社内TV、館内放送）を非災室マルチモニタスピーカーより出力

（※非災室→即応Cの音声連絡はPHS等を用いる）
②非災室マルチモニタにﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ、社内TV会議、書画を投影
③即応Cにﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗを設置し、全体映像・音声をTeamsに取り込む（他PCより視聴可能）
④発電所との社内TV会議映像・音声をTeamsに取り込む（他PCより視聴可能）

【個別連絡方法】
⑤Teams ⑥PHS

A

B

A

B

支
援
班

広
報
班

③④⑤ ⑥

B

広報班

原子力
技術班

C

B

A

A
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ｺﾋﾟｰ機
（複合機）

ｺﾋﾟｰ機
（複合機）

FAX

本店非常災害対策本部室 レイアウト

FAX

ﾌﾟﾘﾝﾀ

TV

TV

TV

TV

TV

TV

ﾌﾟﾘﾝﾀ
ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

社内TV会議

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

支援班 住民避難支援対応

広報班
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